
業務委託仕様書に記載のとおり、市より貸与する地下埋設物資料に基づき
地下埋設図（平面図・横断図）を作成するものであり、平面図・横断図作成
業務の一環であると考えております。また、設計を進めるに当たり、各管理
者との協議は必須であり、簡易な資料作成等は詳細設計(B)に含まれてい
ると考えております。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 庄本神崎川線詳細設計委託

４．設計業務
(3)協議資料等の作成
「本来、道路詳細設計（Ｂ）には地下埋設図作成は含まれません
が、本業務においては含まれるとのお考えでしょうか？」
また、仕様書を見る限りでは「関係機関との協議」に係る項目が
多く見られますが、こちらも道路詳細設計（Ｂ）に含まれると言う
お考えでしょうか？

回　　　　答質疑事項

４．設計業務
(1)調査・分析
「地下埋設物調査を必要とする構造物設計を含みますでしょう
か？道路改良計画が表面的計画であっても地下埋設物調査は
必要でしょうか？」

No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

交通管理者は豊中南警察、道路管理者は大阪府、地下埋設物管理者は
各埋設企業者等を想定しています。

１．目的
Ｑ：「関係機関との協議資料等の作成」と記載がありますが、具
体的な機関をお教え下さい。

４．設計業務
(1)調査・分析
「計画にかかると考えられる施設を対象という認識で良いでしょ
うか？」

そのとおりです。

排水施設の接続等が考えられますので、地下埋設物調査は必要です。


